
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

【機密性２】令和５年度

国土交通省 関東運輸局
自動車技術安全部 保安環境課
自動車監査指導部 旅客担当

観光需要回復を見据えた運行管理
の再徹底

1



１．貸切バスの運行再開時における輸送の安全確保の徹底

（１）貸切バスの運行を再開する際の安全確保の徹底

（２）運転者への運転技量低下対策

（３）初任・準初任運転者に対する教育

（４）適性診断結果の活用

（５）健康管理の重要性

（６）交通事故発生時や自然災害等の緊急時における適切な対応

（７）必要な点検整備の実施

２．最近の事故事例と再発防止の徹底

３．改善基準告示の改正

４．関東地域事業用自動車安全施策

５．最近の監査及び行政処分

観光需要回復を見据えた運行管理の再徹底

2



新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、貸切バスの稼働率が低下。

長期間運転業務から離れている運転者については、運転技量の低下や健康状態
の把握が不十分となるおそれがある。

バス車両が、休車により必要な３月又は１２月の定期点検を実施していない場合
がある。

これまで、稼働率が低くなっていた貸切バスの事業者において、今後の需要回復期
に向けて本格的に事業を再開するにあたり、安全を軽視することなく事業を実施して
もらうため、貸切バスの運行を再開する際には、次の点に留意して安全確保を徹底す
る必要がある。

1. 運行管理業務の適切な実施の徹底。特に、令和５年１月６日付改正の「一般的な指導及び監督の

実施マニュアル」を活用した運転者への指導を徹底すること。

2. 一定期間運転業務から離れている運転者が再び運転業務を行う際、事前に運転者に対する実技

等による指導及び監督を実施すること。

３．車両の点検整備を確実に実施すること。

貸切バスの運行を再開する際の安全確保の徹底について（令和5年4月18日付関自保第15号）
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（１）貸切バスの運行を再開する際の安全確保の徹底

１．貸切バスの運行再開時における輸送の安全確保の徹底



バスを運転させ、添乗により運転者に対して安全運転の指導を実施。
（安全運転の実技）

ドライブレコーダーの記録を利用した運転特性の把握と是正

適性診断の結果を活用した個々の運転者に対する指導

健康管理の重要性 等
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（２）運転者への運転技量低下対策

○ 運転業務から離れたバスの運転者は、バスの構造上
の特性や道路状況に応じた運転技量の低下が懸念さ
れる。

○ 運転者の指導及び監督は、計画的に実施することに
なっているが、運転者が運行を再開する前には、運転
者に対して実技等により指導及び監督を実施すること。

指導・監督の実施内容

１．貸切バスの運行再開時における輸送の安全確保の徹底



指導内容 指導時間

①
事業用自動車の安全な運行
に関する基本的事項

道路運送法その他の法令に基づき運転者が遵守すべき事
項及び交通ルール等（運行指示書の遵守を含む。）を理解さ
せるとともに、事業用自動車を安全に運転するための基本
的な心構えを習得させる。

①から⑥まで
合計10時間
以上

②
事業用自動車の構造上の特
性と日常点検の方法

事業用自動車の基本的な構造及び装置の概要及び車高、
視野、死角及び内輪差等の他の車両との差異を理解させる
とともに、日常点検の方法を指導する。この場合において、
当該運転者が実際に運転する事業用自動車と同一の車種
区分の自動車を用いて指導する。

③
運行の安全及び旅客の安全
を確保するために留意すべき
事項

旅客自動車運送事業者の事業の態様及び運転者の乗務の
状況に応じて、シートベルトの着用を徹底させることでその
他の事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全を確保す
るために留意すべき事項を指導する。
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○運転者として新たに雇い入れた者、他の種類の事業用自動車の運転者として選任された
ことがある者であって貸切バスの運転者として初めて選任される者に対し、指導を実施す
る。

○実施後、速やかに、ドライブレコーダーの記録又は添乗その他の適切な方法により、習得
の程度を把握し、必要に応じて指導を行う。

【初任運転者に対する特別な指導】

（３）初任・準初任運転者に対する教育

１．貸切バスの運行再開時における輸送の安全確保の徹底
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指導内容 指導時間

④ 危険の予測及び回避

道路、交通及び旅客の状況の中に含まれる交通事故に
つながるおそれのある主な危険を理解させるとともに、そ
れを回避するための運転方法等を指導する。また当該運
転者が実際に運転する事業用自動車と同一の車種区分
の自動車を用いて、制動装置の急な操作の方法につい
て指導する。

①から⑥まで
合計10時間
以上

⑤
安全性の向上を図るための装
置を備える貸切バスの適切な
運転方法

安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車
を運行する場合においては、当該装置の機能への過信
及び誤った使用方法が交通事故の要因となるおそれが
あることについて説明すること等により、当該事業用自動
車の適切な運転方法を理解させる。

⑥
ドライブレコーダーの記録を利
用した運転特性の把握と是正

⑦の安全運転の実技を実施した時のドライブレコーダー
の記録により運転者に自身の運転特性を把握させた上
で、必要に応じて是正のために必要な指導を行う。

⑦ 安全運転の実技

実際に運行する可能性のある経路（高速道路、坂道、隘
路、市街地等）において、道路、交通及び旅客の状況並
びに時間帯を踏まえ、当該運転者が実際に運転する事
業用自動車と同一の車種区分の自動車を運転させ、安
全な運転方法を添乗により指導する。

20時間以上

【初任運転者に対する特別な指導】

（３）初任・準初任運転者に対する教育

１．貸切バスの運行再開時における輸送の安全確保の徹底



指導内容 指導時間

①

危険の予測及び回避
（初任④の一部）

当該運転者が実際に運転する事業用自動車と同一の車種
区分の自動車を用いて、制動装置の急な操作の方法につい
て指導する。

同様の内容を
初任運転者に
対して実施す
る時間と同程
度以上

②

ドライブレコーダーの
記録を利用した運転
特性の把握と是正
（初任⑥と同じ）

③の安全運転の実技を実施した時のドライブレコーダーの記
録により運転者に自身の運転特性を把握させた上で、必要
に応じて是正のために必要な指導を行う。

③

安全運転の実技
（初任⑦と同じ）

実際に運行する可能性のある経路（高速道路、坂道、隘路、
市街地等）において、道路、交通及び旅客の状況並びに時
間帯を踏まえ、当該運転者が実際に運転する事業用自動車
と同一の車種区分の自動車を運転させ、安全な運転方法を
添乗により指導する。

20時間以上
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○直近１年間に運転の経験のある貸切バスより大型の車種区分の貸切バスに乗務し
ようとする運転者（準初任運転者）に対し、乗務する前に指導を実施する。

○実施後、速やかに、ドライブレコーダーの記録又は添乗その他の適切な方法により、
習得の程度を把握し、必要に応じて指導を行う。

【準初任運転者に対する特別な指導】

（３）初任・準初任運転者に対する教育

１．貸切バスの運行再開時における輸送の安全確保の徹底
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ドライブレコーダーの活用

運転後にドライブレコーダーの映像を確認させ、安全な業務手順に沿った運
転か・問題点・注意すべき点について指導。

実技訓練終了後に１人で乗務させる際には、１～２週間後にドライブレコー
ダーの映像（５カ所程度）を確認し、問題がないか確認。

実技訓練中の指導への活用

【添乗指導】 【映像を用いた事後指導】

運転中は、運転者も緊張状態にあるので、運転後にも映像を見せつつ指導し、運転者に問題点を
しっかりと把握・是正させましょう。

【指導内容】

ドライブレコーダーの映像を活用した指導監督マニュアル

（３）初任・準初任運転者に対する教育

１．貸切バスの運行再開時における輸送の安全確保の徹底
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適性診断の結果を活用して､個々の運転者に自らの運転行動の特性を自
覚させ､運転のくせを理解・克服できるよう指導

適性診断の結果に、デジタコ・ドライブレコーダーのデータを組み合わせて
活用することにより運転者のくせが明確になり、指導に活かすことが可能。

総合所見

心理特性
・性格、安全運転態度 等

資料提供：(独)自動車事故対策機構

適性診断票には、測定結果に基づく安全運転の
ためのアドバイスが記載されているので、助言・指
導を行うに際して、これらの情報も活用して安全
運転を指導。

【指導内容】

（４）適性診断の結果の活用

１．貸切バスの運行再開時における輸送の安全確保の徹底



○ 「乗務員の健康状態の把握」、「疾病等により安全な運転ができないおそれのある乗務員の運行の業務禁止」
⇒ 雇い入れ時の健康診断及び定期健康診断実施の義務付け

従来からの法令上の義務

○ 「運行管理者による点呼時の確認」
⇒ 乗務前点呼により、疾病等で安全な運転をすることができないおそれの有無等について確認

○ 『健康管理マニュアル』 （平成２２年７月策定 平成２６年４月改訂）
⇒ 健康状態の把握、就業上の措置の決定等について具体的方策を整理
⇒ SAS、脳血管疾患及び心臓疾患に関するスクリーニング検査を推奨

健康管理に関するマニュアルの策定・改訂

○ 『睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）対策マニュアル』
（平成１５年６月策定 平成１９年６月及び平成２７年８月改訂）

○ 『脳血管疾患対策ガイドライン』 （平成３０年２月策定）

○ 『心臓疾患・大血管疾患対策ガイドライン』 （令和元年７月策定）

事業用自動車健康起因事故対策協議会（平成２７年９月～）

スクリーニング検査の効果的な普及方策について審議するため、産学官の関係者からなる協議会を自動車局に設置

○ 『自動車運送事業者における視野障害対策マニュアル』 （令和４年３月策定）
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（５）健康管理の重要性

１．貸切バスの運行再開時における輸送の安全確保の徹底



健康管理マニュアル
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※国土交通省ホームページに掲載

ＳＡＳ対応マニュアル

心臓疾患・大血管疾患対策

ガイドライン

脳血管疾患対策ガイドライン

視野障害対策マニュアル

【健康管理のマニュアル】

（５）健康管理の重要性

１．貸切バスの運行再開時における輸送の安全確保の徹底



上記の症状が見られたら、すぐに専門医療
機関で受診するようにしましょう。
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【脳血管疾患】

（５）健康管理の重要性

１．貸切バスの運行再開時における輸送の安全確保の徹底



脳卒中を防ぐには・・・
・禁煙
・過度の飲酒を控える
・バランスの良い食事
・適度な運動
・血圧のコントロール
・肥満の予防

＜高血圧の診断基準＞

出典：個人タクシー事業者健康管理マニュアル
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【脳血管疾患】

１．貸切バスの運行再開時における輸送の安全確保の徹底

（５）健康管理の重要性



＜脳ドック＞

脳梗塞、脳出血、脳動脈瘤のほ
か、脳血管疾患の兆候等を発見
できる。（参考：５～６万円程度）

＜脳ＭＲＩ検診＞

頭部ＭＲＩ・ＭＲＡ検査のみ行う、
簡易なスクリーニング検査で、脳
梗塞、脳出血、脳動脈瘤の有無
が確認できる。（参考：２万円程
度） 14

【脳血管疾患】

１．貸切バスの運行再開時における輸送の安全確保の徹底

（５）健康管理の重要性



病 名 主な前兆や自覚症状

心臓疾患

冠動脈疾患
（心筋梗塞、狭心
症）

典型的な症状：胸が痛い、胸が圧迫される、締め付けられる
付随する症状：のどから顎、左肩、左上肢、心窩部（みぞ

おち付近）の痛み、吐き気

心不全

・尿量が減る ・体重が増える ・咳、痰
・足のむくみ ・息切れ、呼吸がしにくい
・消化器症状（食欲低下、吐き気、身体がだるい、肝臓の
あたりが重いなど）

不整脈
・脈が飛ぶ、胸部の不快感、動悸、めまい等
・重篤になると吐き気や冷や汗、意識が遠くなる（失神
状態）

大血管疾患

胸部大動脈瘤
・しゃがれ声（嗄声）になってきた ・慢性的な背部痛
・急な激しい胸痛・背部痛

腹部大動脈瘤
・腹部膨満感（おなかのハリ）
・腹部に拍動性の塊を自分で触れる
・腰痛が続く

大動脈解離 ・急な激しい胸痛・背部痛

下線のある症状：医療機関で受診をすべき症状

下線のない症状：緊急性はないが、継続して症状がある場合は受診をすべき症状 15

【心疾患・大血管疾患】

１．貸切バスの運行再開時における輸送の安全確保の徹底

（５）健康管理の重要性

出典：自動車運送事業者における心臓疾患大血管疾患対策ガイドライン



⇒ 心臓疾患、大血管疾患の診断のための基本は、既往歴、身体診察、血液、尿検査、胸部
X線検査、心電図等（定期健康診断の項目）

⇒ 早期発見と発症予防のためには、定期健康診断の受診とその結果による精密検査や医療
機関の受診が重要

※心電図検査は、心疾患のスクリーニングとして有用。出来るだけ受診させることが望ましい。
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危険因子 早期に専門医を受診すべき対象者の目安

① 冠動脈疾患、心房細動等の症状を伴う不整脈、
大動脈疾患が疑われる場合

② 高血圧

若年（40歳以下）や急激な発症
未治療で 最小血圧 120mmHg以上
治療中でも 最大血圧 180mmHg以上、
最小血圧 110mmHg以上

③ 糖尿病
HbA1c（NGSP) 8.0%以上
空腹時血糖 200mg/dl以上（または随
時血糖 300mg/dL以上）

危険因子 健康診断結果による受診勧奨の目安

血 圧
最大血圧 140mmHg以上
最小血圧 90mmHg以上

脂 質
HDLコレステロール 35mg/dL未満
中性脂肪 300mg/dL以上
LDLコレステロール 140mg/dL以上

血 糖
空腹時血糖 126mg/dL以上
HbA1c（NGSP) 6.5%以上

腎機能
eGFR＜45ml/分/m２あるいは高度たん白尿
45≦eGFR<60ml/分/m２で軽度たん白尿

肥 満 BMI 35.0以上

心電図
健診機関の判定が要再検査や要精密検査、要治療
（要医療）であった場合

問 診
・過去５年以内の意識消失発作（失神）の既往
・家族の原因不明の突然死歴（55歳以下で発病）

〈医療機関への受診を促す目安〉

発症リスク高！
早めに専門医を受診

医療機関を受診

〈早期に専門医を受診すべき対象者〉

【定期健康診断の受診と対応】

１．貸切バスの運行再開時における輸送の安全確保の徹底

（５）健康管理の重要性

出典：自動車運送事業者における心臓疾患大血管疾患対策ガイドライン



〇視野障害は、視野が狭くなったり、一部が欠けたりする症状で、仮に片方の眼
に障害があっても、もう片方の眼がその障害を補うことで両眼での視野は維持
されるため、症状がかなり進行するまで自覚しにくい。

〇運転中に「突然、車や歩行者が飛び出してきた。」「交差点にあるはずの信号
機がなくなっていった。」等の経験をした場合は、視野障害を疑うことが大切。

〇運転免許の取得・更新に関して、視野障害の症状がみられても、視力検査で一
定の基準を満たせば、取得・更新が可能。

〇視野障害を無自覚のまま運転を継続していると、いずれ重大事故を起こす可能
性がある。

〇緑内障・網膜色素変性症・加齢黄斑変性・脳疾患に起因する視野
障害・糖尿病網膜症の可能性もある。

〇スクリーニング検査手法を活用し、眼科検診を受診することで、
早期に発見し、治療を継続することで進行を抑制できる疾患もあり、
運転寿命の延伸に繋がります。 17

【視野障害】

１．貸切バスの運行再開時における輸送の安全確保の徹底

（５）健康管理の重要性



令和２年度第２回自動車運送事業を取り巻く状況を踏まえた更なる交通事故対策W/G
西葛西・井上眼科病院 國松副院長 ご講演資料より

緑内障患者の見え方の例
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信号や歩行者などを見落とし、重大事故を引き起こす
可能性も！！

【視野障害】

１．貸切バスの運行再開時における輸送の安全確保の徹底

（５）健康管理の重要性



〇運転中に「めまい」「気分が悪い」などの自覚症状があった場合
は迷わず安全な場所に車を止めることが先決。

〇無理して運行を続け、重大な事故を発生させてしまうことはプロ
ドライバーとして絶対にあってはならない。

〇プロドライバーは、安全に輸送することが使命。

〇緊急時に停車する場合でも、二次災害を起こさないよう可能
な限り考えて行うことが大切。

無理せず止める 安全な場所に止める 安全な方法で止める

この３つの「止め方」を普段から心得させましょう！
19

【運転中、身体に異常を感じた場合の措置】

１．貸切バスの運行再開時における輸送の安全確保の徹底

（５）健康管理の重要性



・ サイドブレーキを掛ける
・ ハザードランプを点滅させる
・ エンジンを止める
・ 運行管理者へ連絡
・ 救急車を呼ぶ

・ クラクションを鳴らすなど、周囲へ
異常が発生していることを知らせる

・ 周囲に救急車への連絡を依頼

停車後、余裕がない場合

停車後、余裕がある場合

20

【運転中、身体に異常を感じた場合の措置】

１．貸切バスの運行再開時における輸送の安全確保の徹底

（５）健康管理の重要性



運転者に対して、交通事故や車両故障発生時の適切な対応、自然災害の発生に
備えた対応について理解させること。

○交通事故や車両故障が発生した場合は、
①負傷者の救護
②道路における危険の防止
③乗客の安全の確保
④警察への報告
⑤事業者の報告

等を適切に行わなければなりません。

○自然災害への対応においては、気象情報や交通情報に注意
を払い、これらの情報を活用して、例えば運転者への迂回路
への誘導等、必要な指示や行動を早めにとること。

○長時間の停滞が発生した場合にも､連絡､情報収集に努める
など、適切な対応をとること。

21

（６）交通事故発生時や自然災害等の緊急時における適切な対応

１．貸切バスの運行再開時における輸送の安全確保の徹底
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○ 自動車は走行距離や時間の経過とともに劣化・摩耗する部品等が
多く使用されているため、その性能や耐久性は走行距離や時間の
経過とともに低下する。

○ 適切な点検整備が行わなければ､走行中の故障や車両火災等､事
故を引き起こす可能性が高くなり、輸送の安全確保が懸念される。

○ バスの運行を再開する前には、必要な点検整備を実施するととも
に、運行開始後においてもオイル類の漏れや故障の有無の確認
等適切な点検整備を実施すること。

（７）必要な点検整備の実施

休車期間を満了した際の３ヶ月、１２ヶ月点検及び必要な整備
の実施 等

点検整備の実施内容

１．貸切バスの運行再開時における輸送の安全確保の徹底
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自動車運送事業者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備することにより、当該自動車を
保安基準に適合するよう維持しなければならない。（道路運送車両法第47条）

（１）日常点検整備

・１日１回、自動車の運行開始前において、点検をし、必要な整備をしなければならない。
（例：タイヤの空気圧が適当であること、ブレーキの効きが十分であること）

（２）定期点検整備

・定期的に点検をし、必要な整備をしなければならない。

３
か
月

３
か
月

３
か
月

３
か
月

３
か
月

３
か
月

《事業用自動車の定期点検の流れ》

点検時期 点検内容例

３か月ごと（５０項目） 原動機の排気の状態、非常口の扉の機能、ブレーキペダルの遊び 等

１２か月ごと（９９項目） ハンドルの操作具合、冷却装置の水漏れ、一酸化炭素等発散防止装置
の機能・損傷 等

※ 上記の法定点検項目にないような新技術等の保安基準適合性の確認方法は、自動車メーカーから示されている。

点検整備の概要

（７）必要な点検整備の実施

12
か
月

12
か
月

１．貸切バスの運行再開時における輸送の安全確保の徹底
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観光需要回復を見据えた運行管理の再徹底

１．貸切バスの運行再開時における輸送の安全確保の徹底

（１）貸切バスの運行を再開する際の安全確保の徹底

（２）運転者への運転技量低下対策

（３）初任・準初任運転者に対する教育

（４）適性診断結果の活用

（５）健康管理の重要性

（６）交通事故発生時や自然災害等の緊急時における適切な対応

（７）必要な点検整備の実施

２．最近の事故事例と再発防止の徹底

３．改善基準告示の改正

４．関東地域事業用自動車安全施策

５．最近の監査及び行政処分
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【貸切バスの衝突事故】

２．最近の事故事例と再発防止の徹底

【事故概要】
・日時：令和２年６月８日 午後１時50分頃
・概要：貸切バスが、乗客９名を乗せて運行中、交差点前方の中央分離帯の縁石に乗り上げ、

縁石内に設置されていた信号機の支柱に衝突し停止。
この事故により、乗客３名が重傷、６名が軽傷。

【原因】
〇運行中の眠気・意識低下
・運行中、眠気を感じていたにもかかわらず、そのまま運転を継続。

〇一方的な指導教育
・指導教育は実施しているものの、眠気等の体調異変を生じた場合の対処方法、連絡体制

等についての意思疎通・理解が不十分。

【再発防止策】
〇居眠り運転や体調異変による事故の具体的な事例を用いつつ、指導内容の理解も確認する

など、実効性のある指導教育の実施。
〇乗務前の点呼時に、運転者に対し健康状態について報告させ、疑念がある場合には乗務を

中止させるなど、適切な運行管理体制の構築。
〇運転者が乗務中に眠気等の体調異変を生じた場合に運行管理者に申告しやすい職場環境

等の整備。

事故車両

眠いけどまだ行ける。

車両を止めると、乗客や会
社等に迷惑がかかる。

〇体調異変を生じた場合の対処方法

・直ちに運転を中止。
・車両を安全な場所

に停車。

遠慮せず、いつで
も連絡してくださ
い。

大型貸切バスの衝突事故（千葉市美浜区）大型貸切バスの衝突事故（千葉市美浜区）
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【乗合バスの横転事故】

２．最近の事故事例と再発防止の徹底

事故概要
○ 発生時刻・場所

令和４年８月２２日（月）午前１０時頃 愛知県名古屋市北区
名古屋高速１１号小牧線豊山南出口付近にて発生

○ 事故状況
・名古屋市北区の名古屋高速道路において、名古屋市街から県営

名古屋空港に向かっていた乗合バス（乗客７名、乗員１名）が
横転、炎上。

・乗客とバス運転者の計２名が死亡、当該バスの乗客６名と後続
の乗用車の運転者の計７名が負傷（令和４年８月２２日時
点）。

事故車両（前面）

事故車両（後面）

事故現場

県営名古屋空港●車両の運行経路

○行政処分等の概要
処 分 日：令和４年１２月２７日（火）40日車
処分内容：事業用自動車の車両使用停止
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【貸切バスの横転事故】

２．最近の事故事例と再発防止の徹底

事故概要
○ 発生時刻・場所

・ 令和４年１０月１３日（木）午前１１時５０分頃
・ 静岡県駿東郡小山町の県道ふじあざみラインにて発生

○ 事故状況
・ 乗客乗員３６名を乗せた貸切バスが運行中、横転
・ 貸切バスに乗車していた１名が死亡、10名が重傷、18名が軽傷

事故現場
（静岡県小山町）

事故現場付近

●事故発生場所

事故車両

○行政処分等の概要
処 分 日 ：令和５年３月２８日（火）４４０日車
処分内容：事業用自動車の車両使用停止
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【貸切バスの安全確保の徹底について（周知）】

○ 貸切バスにおいて、輸送の安全を確保することは、事業者にとって最大の使命。

○ 静岡観光バス横転事故の事故原因については調査中であるが、全国の貸切バス事業者に対して、適切な運

転操作やブレーキに関する取扱いの徹底等、安全確保の徹底について改めての周知を事故当日に実施。

○ 事故の原因等を踏まえ、引き続き対策を検討。

１．確実な運行管理の実施
安全確保の原点に立った確実な運行管理を実施すること。
（１）確実に点呼を実施すること
（２）乗務員の健康状態、過労状態の確実な把握に努めること
（３）適切な運行計画を作成し、確実に指示すること
（４）適切な運転操作等運行の安全を確保するために遵守すべき事項

について指導すること

２．乗客の安全確保を図るための周知事項を再徹底
乗車中のシートベルトの使用等、乗客の安全確保を図るための
周知事項を再徹底すること。

３．安全の確保を最優先するよう関係者に徹底
運行にあたっては、車両の点検整備を確実に実施するとともに、
乗務員に対して制限速度の遵守をはじめとした道路交通法等
の法令順守の徹底を図るなど、安全の確保を最優先するよう関
係者に徹底すること。

１．整備管理業務の再確認やブレーキの点検整備を徹底
整備管理業務を再確認し、特に、ブレーキは安全上極めて重
要な装置であり、その点検整備を徹底すること。

２．下り坂でエンジンブレーキを活用するように運転者へ指導
長い下り坂で、フットブレーキを頻繁に使い過ぎると、急にブレー
キが効かなくなることがあるため、低速のギアを用いて、エンジンブ
レーキを活用するよう運転者に指導すること。

３．リコール対象車両については早期に改修
ブレーキ関係のみならず、リコールの対象となっている車両につい
ては、早期に改修すること。

貸切バスの安全確保の徹底
国自安第94号 令和４年10月13日

貸切バスのブレーキの取扱の徹底
国自安第95号 令和４年10月13日

２．最近の事故事例と再発防止の徹底



【指導・監督マニュアルの改正概要（令和５年1月６日改正）】

令和４年8月に名古屋市の高速道路において乗合バスが、10月には静岡県の県道において観光バスがそれ
ぞれ横転し、乗客が亡くなる痛ましい事故が発生したことを踏まえ、同様の事故を防止するため、「自動車運
送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」の一部を改正。

① 坂道での適切な運転操作（バス、タクシー、トラック） ② 危険箇所の情報を踏まえた運転指導
（バス、タクシー、トラック）

③ 乗客のシートベルト着用の目視での確認
（貸切バス）

④ 非常口や非常停止ボタンの使い方の周知 （バス）

長い下り坂においてフットブレーキを使い過ぎる
と、ブレーキが効かなくなる可能性があるため、
エンジンブレーキや排気ブレーキを使用すること。

都道府県警が公表している「交通事故発生マップ」
等の活用等により、事故の危険性が高い箇所を把
握し、当該箇所における適切な運転操作をするよ
う指導すること。

乗客がシートベルトを着用していることを、発車
前に運転者又は添乗員が目視で確認すること。

事故時等の非常時に備え、乗客に対し、非常口
や非常停止ボタンの設置位置や使い方・非常停
止時のバスの挙動等に係る案内を行うこと。

警視庁HPより

29

２．最近の事故事例と再発防止の徹底
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観光需要回復を見据えた運行管理の再徹底

１．貸切バスの運行再開時における輸送の安全確保の徹底

（１）貸切バスの運行を再開する際の安全確保の徹底

（２）運転者への運転技量低下対策

（３）初任・準初任運転者に対する教育

（４）適性診断結果の活用

（５）健康管理の重要性

（６）交通事故発生時や自然災害等の緊急時における適切な対応

（７）必要な点検整備の実施

２．最近の事故事例と再発防止の徹底

３．改善基準告示の改正

４．関東地域事業用自動車安全施策

５．最近の監査及び行政処分
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「自動車運転の業務」に従事する労働者については、令和６年4月1日以降、労働基準法
の時間外労働の上限規制とともに改善基準告示を遵守いただく必要があります。

改善基準告示の主な改正内容

〇１か月（１年）、４週平均1週（52週）の拘束時間 ①②のいずれかを選択
①１か月（１年）の基準
【原則】 1年間：3,300時間 1か月： 281時間以内
【例外】（貸切バス等常務者の場合】：労使協定により、次のとおり延長可
1年：3,400時間以内、1か月： 294時間以内（年6か月まで）。 281時間超は連続4か月まで

②４週平均1週（52週）の基準
【原則】 52週3,300時間以内、4週平均１週：65時間以内
【例外】（貸切バス等常務者の場合】：労使協定により、次のとおり延長可

52週：3,400時間以内、4週平均１週：68時間以内（ 52週のうち24週まで）、 65時間超は連続16週まで
〇1日の拘束時間：原則13時間以内(上限15時間、14時間超は週３回までが目安）
〇休息期間：継続11時間以上の休息期間を与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回らない。
〇運転時間

２日平均１日： 9時間以内、4 週平均1週：40時間以内
連続運転時間は4時間以内（運転の中断は１回連続10分以上、合計30分以上）

３．改善基準告示の改正

厚生労働省において令和4年12月23日に改正され、令和6年4月1日から適用

※ 東京労働局資料より

リーフレット
（東京労働局作成）

【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準】
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観光需要回復を見据えた運行管理の再徹底

１．貸切バスの運行再開時における輸送の安全確保の徹底

（１）貸切バスの運行を再開する際の安全確保の徹底

（２）運転者への運転技量低下対策

（３）初任・準初任運転者に対する教育

（４）適性診断結果の活用

（５）健康管理の重要性

（６）交通事故発生時や自然災害等の緊急時における適切な対応

（７）必要な点検整備の実施

２．最近の事故事例と再発防止の徹底

３．改善基準告示の改正

４．関東地域事業用自動車安全施策

５．最近の監査及び行政処分



関東地域事業用自動車交通事故削減目標及び安全施策の策定 （計画期間：2021～25年度）

○ 事業用自動車総合安全プラン２０２５を踏まえ、関東地域における事業用自動車交通事故の「削減目標」及び年度毎に「安全施策」を策定。
〇 各年度毎の安全施策は、プラン２０２５に掲げられた「当面講ずべき施策」を踏まえ、関係事業者団体及び関係行政機関と協議により策定。

関東地域事業用自動車交通事故削減目標と実績

関東地域事業用自動車安全施策２０２２

・新型コロナウイルス感染症拡大に伴う運送労働環境の変化と附帯作業の増加への対応
・人手不足の深刻化への対応、働き方改革の推進
・激甚化・頻発化する災害への対応
・オリパラ、万博開催等に伴う人流、物流の変化への対応

・デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の推進
・自動車の先進安全技術の更なる普及
・ICTを活用した高度な運行管理の実現
・無人自動運転サービスに向けた安全確保

・各業態の特徴的な事故への対応 ・監査のあり方
・健康に起因する事故の増加への対応 ・初任、経験不足運転者への適切な指導監督
・大型車の点検整備の実施の推進
・運輸安全マネジメント制度を通じた安全体質の強化

・飲酒運転事故件数の近年の下げ止まりへの対応
・「ながら運転」の増加への対応
・社会的関心の高まる「あおり運転」への対応

・依然として多発する乗合バスの車内事故への対応
・路線バスにおける車いす使用者に関する車内事故への対応
・高齢歩行者の死傷事故への対応
・高齢運転者事故への対応

・道路交通環境の整備

《 全体目標 》
①24時間死者数⇒55人以下（79） ②重傷者数⇒600人以下（622） ③人身事故件数⇒6,340件以下（8,815） ④飲酒運転⇒ゼロ（10）

《 各業態の個別目標 》

【バス】 【タクシー】 【トラック】
○乗客死者数⇒ゼロ（0）
○24時間死者数⇒0人（4）
○重傷者数⇒45人以下（36）
○人身事故件数⇒280件以下（364）
○飲酒運転⇒ゼロ（0）
○車内事故件数：乗合バス⇒20件以下（107）
○負傷事故件数：貸切バス⇒5件以下（2）

○乗客死者数⇒ゼロ（1）
○24時間死者数⇒5人以下（5）
○重傷者数⇒175人以下（165）
○人身事故件数⇒2,700件以下（3,059）
○飲酒運転⇒ゼロ（1）
○出会い頭衝突事故件数⇒330件以下（542）

○24時間死者数⇒50人以下（70）
○重傷者数⇒380人以下（421）
○人身事故件数⇒3,360件以下（5,392）
○飲酒運転⇒ゼロ（9）
○追突事故件数⇒1,135件以下（2,001）

2. 抜本的対策による飲酒運転、迷惑運転等悪質な法令違反の根絶

6. 道路交通環境の改善
3. ICT、自動運転等新技術の開発・普及推進3. ICT、自動運転等新技術の開発・普及推進

1. 「新たな日常」における安全・安心な輸送サービスの実現

5. 原因分析に基づく事故防止対策の立案と関係者の連携による安全体質の強化

4. 超高齢社会におけるユニバーサルサービス連携強化を踏まえた事故の防止対策

重点
重点

重点

重点

（ ）内は２０２１年の実
績

４．関東地域事業用自動車安全施策
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観光需要回復を見据えた運行管理の再徹底

１．貸切バスの運行再開時における輸送の安全確保の徹底

（１）貸切バスの運行を再開する際の安全確保の徹底

（２）運転者への運転技量低下対策

（３）初任・準初任運転者に対する教育

（４）適性診断結果の活用

（５）健康管理の重要性

（６）交通事故発生時や自然災害等の緊急時における適切な対応

（７）必要な点検整備の実施

２．最近の事故事例と再発防止の徹底

３．改善基準告示の改正

４．関東地域事業用自動車安全施策

５．最近の監査及び行政処分



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

最近の監査・行政処分等について

関東運輸局自動車監査指導部
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監査等の実施状況

行政処分等の状況

主な指摘に関する事例



監査等の実施状況

貸切バス事業者に対する監査実施状況（関東運輸局管内）
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Ｈ３０年度 R元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度（速報値）

監査件数 361 349 53 235 279

監査実施件数の推移

Ｈ３０ R元 Ｒ２ Ｒ３
Ｒ４

（速報値）

重大事故（第１当） 3 2 1 0 0
悪質違反
(飲酒・ひき逃げ・無車検等)

3 0 0 0 0

公安委員会通報 0 0 0 0 0
労働局通報 4 4 2 1 0
参入許可・営業区域拡大・増車 44 39 8 7 6
苦情・法令違反の疑義等 134 141 21 167 160
長期未監査 1 0 0 0 0
改善未実施 1 0 0 0 2
フォローアップ 171 163 21 60 111
合　計 361 349 53 235 279

違

反

事

項

年　度

監査の選定理由

（件）



監査等の実施状況 （街頭監査等）

令和４年度における街頭監査等実施状況

過去の実施状況（軽井沢スキーバス事故以降）

Ｈ２８年度：６回 Ｈ２９年度：１０回 Ｈ３０年度：７回 Ｒ元年度：９回 Ｒ２年度：２回 Ｒ３年度：１５回

実施場所の状況

実施日
実施主体

運輸局・支局
実施場所

実施結果

確認
車両数

指導
車両数

R4
4/22 千葉運輸支局 ふなばしアンデルセン公園 北駐車場 9 0

4/22 群馬運輸支局 カネコ種苗ぐんまフラワーパーク 駐車場 15 0

4/26 茨城運輸支局 国営ひたち海浜公園 海浜口駐車場 8 0

4/27 埼玉運輸支局 東武動物公園 駐車場 8 0

5/12 山梨運輸支局 小瀬スポーツ公園 駐車場 4 0

5/19 栃木運輸支局 華厳の滝 第１・２駐車場 20 0

5/20 東京運輸支局 上野恩賜公園 第一駐車場 28 0

6/14 神奈川運輸支局 江の島かもめ駐車場 6 0

6/17 千葉運輸支局 マザー牧場 山の上駐車場 17 0

7/26 山梨運輸支局 富士山５合目 駐車場 4 0

7/29 群馬運輸支局 たんばらラベンダーパーク 駐車場 4 0

9/16 東京運輸支局 東京タワー 駐車場 24 0

10/21 群馬運輸支局 谷川岳ロープウエイ 駐車場 1 0

10/24 群馬運輸支局 榛名山ロープウエイ 駐車場 2 0

11/1 埼玉運輸支局 熊谷スポーツ文化公園 25 0

11/10 栃木運輸支局 東武ワールドスクエア 駐車場 4 0

11/30 神奈川運輸支局 箱根湯本観光バス駐車場 2 0

R5
1/13 東京運輸支局 都庁大型バス専用駐車場入り口付近 11 0

2/17 埼玉運輸支局 ＪＲ大宮駅西口 2 0

3/2 茨城運輸支局 千波湖西駐車場 6 0

合 計 200 0
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《参考》
「貸切バスの安全確保の再徹底について」 （別紙）
－出庫時に最低限確認すべき事項（貸切バス）－

＜国土交通省 HP掲載＞
URL https://www.mlit.go.jp/common/001118207.pdf

監査等の実施状況 （街頭監査等）

・過去の街頭監査において確認された違反の多い
事項として、運行指示書の記載不備や車内におけ
る運転者氏名等の表示がないもの等の違反がある。

・出庫時には、運行管理者等が最終確認を行うなど
の対応も有効。
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監査等の実施状況

行政処分等の状況

主な指摘に関する事例



行政処分等の状況
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112.8

68

1

98

令和４年度
（速報値）

0

0

29
(3270)

令和元年度

0 0

（ 延 使 用 停 止 日 車 数 ） (16343) (14625)

3

車 両 使 用 停 止 95

事 業 停 止 2

平成３０年度

155.6

90文 書 警 告

車 両 停 止 １ 件 あ た り の 日 車 数 172.0

令和２年度

176.9 131.9
(5839)

0

1

33

令和３年度

0

2

16
(2110)

0

行 政 処 分 件 数 187 179 51 41

文 書 勧 告 等 0 0 0

処

分

内

容

許 可 の 取 消

94

17 2382

・令和４年度の貸切バス運送事業者における行政処分状況は、稼働状況等も踏まえ、監査

件数が増え、行政処分全体の件数も増加している。

・なお、処分内容については、車両使用停止１件当たりの日車数が減り、文書警告の件数

が増えている。これは、コロナ禍における休車や運行数の減少の影響が考えられる。

貸切バス事業者に対する行政処分等件数



42

・輸送の安全確保関係の違反については、運転者の指導監督が最も多く、次いで点呼の実施。

・令和４年度については、運転者の過労防止等や運行指示書による指示等の違反が増えている。

・これらの割合は、コロナウィルス感染拡大前の違反事項の割合と同程度となってきている。

貸切バス事業者に対する行政処分における違反事項別件数 （輸送の安全確保関係）

行政処分等の状況

違反事項 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
令和4年度

（速報値）

　指導監督 246 224 66 33 47
　点呼 113 113 34 16 29
　過労防止等 118 103 34 15 20

　乗務記録 53 44 23 4 11

　運行指示書による指示等 62 50 22 11 17

　整備管理 52 46 14 16 19

　運行記録計による記録 29 27 14 4 6

　運行管理 41 53 10 16 12

　その他 42 14 9 4 12

合　計 756 674 226 119 173

輸

送

の

安

全

確

保

関

係



貸切バス事業者に対する行政処分における違反事項別件数 （利用者の利便確保関係等）
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・利用者の利便確保等に関する違反件数については、運賃・料金の収受違反、運送引受書の交付

義務違反が上位を占めている。

・特に運賃・料金の収受違反については、需要増加に伴い、旅行業者等との契約において、運賃が

適正に収受されていないケースが見受けられる。

・適正な運賃収受は安全コストの確保のために特に重要であり、法令遵守を徹底する必要がある。

違反事項 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
令和4年度

（暫定値）

運賃・料金 54 54 22 13 24
運送引受書 75 44 18 16 26
区域外輸送 21 19 9 1 0
事業計画 38 31 6 9 5
その他 37 38 11 6 17

合　計 225 186 66 45 72

許

認

可

等

及

び

利

用

者

の

利

便

確

保

関

係

行政処分等の状況
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監査等の実施状況

行政処分等の状況

主な指摘に関する事例



【指導監督告示の抜粋】
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● 監査の指摘に見られる不適切な事例として、指導監督告示の項目のみを確認し、内容
を詳しく理解せずに教育を行っていることが挙げられます。

● 主に指摘を受けやすい下欄の赤文字で示した３点について、その事例を次ページから
示しますので参考にして下さい。

第１章 一般的な指導及び監督の指針

・旅客自動車運送事業者による指導及び監督の内容

事業用自動車を運転する場合の心構え、他１０項目

・一般貸切旅客自動車運送事業者における指導及び監督の内容

ドライブレコーダーの記録を活用した運転者の特性に応じた安全運転、他１項目

・指導及び監督の実施に当たって配慮すべき事項

運転者に対する指導及び監督の意義についての理解、他６項目

第２章 特定の運転者に対する特別な指導の指針

・対象：事故惹起運転者、初任運転者、準初任運転者、高齢運転者

・指導内容及び時間：対象運転者毎に規定

・特別な指導の実施に当たって配慮すべき事項：４項目

・適性診断の受診：事故惹起運転者、新たに雇い入れた運転者、高齢運転者

・新たに雇い入れた者の事故歴の把握：３項目

主な指摘に関する事例 （指導監督）
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【ポイント】

◎見えない危険や周囲の状況に目を配れるよう事故事例を用いて説明する。

◎道路上の歩行者や他車両等の行動特性を把握させる。

◎実際に運転する自動車と同一の車種区分の自動車を用いて緊急時においても
適切にブレーキ操作できるように指導する。

◎危険予知トレーニングシート等を用いて、危険回避や乗客の安全確保の
ために、どのように運転すればよいか考えさせる。

危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法
・バス運行を取り巻く様々な危険性を予測することの必要性や
危険予知訓練の手法を用いて、危険の予測及び回避の方法を
理解させるとともに、必要な技能を習得させる。
・緊急時における適切なハンドル・ブレーキ操作の重要性に
ついて理解させる。

主な指摘に関する事例 （実車による指導）
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【ポイント】
◎運転者が自ら考え理解できるように手法を工夫するとともに、常に
運転者の習得の程度を把握しながら進めるよう配慮することが必要。
（例：テスト問題、感想文等）

◎交通事故事例の要因及び対策について、少人数のグループ等で話し
合いをさせたり、ビデオ等の視聴覚教材又は運転シュミレーターを
用いて交通事故の発生状況等を間接的又は擬似的に体験させたり、
実際の自動車を用いて死角や内輪差等を確認させるなど手法の工夫
をおこなう。

・運転者に対する指導及び監督の意義についての理解
・計画的な指導及び監督の実施
・運転者の理解を深める指導及び監督の実施
・参加・体験・実践型の指導及び監督の手法の活用
・社会情勢等に応じた指導及び監督の内容の見直し
・指導者の育成及び資質の向上
・外部の専門的機関の活用

主な指摘に関する事例 （配慮すべき事項）
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【ポイント】
◎貸切運送事業用自動車の運転者に選任する前に実施する。

◎運行の安全及び旅客の安全を確保するために必要な運転に関する
技能及び知識を十分に習得させるためにきめ細やかな指導の実施。

◎指導の実効性を確保するため、特別な指導の実施後、速やかに、
ドライブレコーダーの記録又は添乗等の方法により、運転者の習
得の程度を把握し、必要に応じ指導の実施。

①事業用自動車の安全な運転に関する基本的事項
②事業用自動車の構造上の特性と日常点検の方法
③運行の安全及び旅客の安全を確保するために留意すべき事項
④危険の予測及び回避
⑤安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な
運転方法
⑥ドライブレコーダーの記録を利用した運転特性の把握と是正
⑦安全運転の実技
※①～⑥について１０時間以上、⑦について２０時間以上実施

主な指摘に関する事例 （初任運転者指導）



まとめ
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● 令和４年度は、監査件数も処分件数も増加しています。

● 運行管理者の皆さんは、指導監督告示の内容を十分に理解し、
適切な指導監督を行うよう努めてください。

● 指導監督に関する資料については、国土交通省ＨＰに掲載され
ているので、是非ご活用ください。

＜参考＞国土交通省ＨＰ

◆安全教育・事故防止マニュアル
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03manual/index.html

◆事業用自動車の安全情報全般
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/index.html

是非、ＨＰをご活用ください！



ご視聴ありがとうございました。

今後とも、適切な運行管理、整備管理
を実施し、安全な運行をお願いします！

E-1

事業用自動車の交通事故・発生状況の
統計資料等は

次ページから掲載しております。
ご活用頂きますようにお願いします。
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観光需要回復を見据えた運行管理の再徹底

参考資料：１．事業用自動車による交通事故の発生状況（関東）

参考資料：２．ＩＣＴの活用による運行管理業務の高度化
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○2021年に関東で発生した交通事故全体の件数（人身事故件数）は101,467件であり、前年よりも増加している。

○事業用自動車の交通事故件数※は8,815件であり、各モードの交通事故件数は、前年に比べタクシーとトラックで増

加している。※ 事業用自動車が第一当事者である人身事故件数

交通事故全体と事業用自動車の交通事故の推移
（関東管内）

出典：警察庁「交通統計」
（公財）交通事故総合分析センター「事業用自動車の交通事故統計」
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参考資料：１．事業用自動車による交通事故の発生状況（関東）

【交通事故件数の推移】
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○2021年に関東で発生した交通事故全体の死者数は732人で、そのうち、事業用自動車の交通事故死者数は
79人となっており、事業用自動車の死者数は前年よりも増加している。

〇2021年の各モードの交通事故死者数は、バスは減少、タクシーは前年と同水準、トラックは増加している。

全死者数と事業用自動車の死者数の推移
（関東管内）

出典：警察庁「交通統計」
（公財）交通事故総合分析センター「事業用自動車の交通事故統計」
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参考資料：１．事業用自動車による交通事故の発生状況（関東）
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出典：警察庁「交通統計」
（公財）交通事故総合分析センター「事業用自動車の交通事故統計」

○ 事業用自動車による飲酒運転事故件数は、2019年に大幅に増加しているが、その他の年では同水準で進んでいる。

○ バスでは2013年以降、飲酒運転事故は発生していない。

【飲酒運転による事業用自動車事故件数の推移】

飲酒運転による事業用自動車の交通事故
（関東管内）
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参考資料：１．事業用自動車による交通事故の発生状況（関東）
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貸切バスの事故類型 貸切バスの死亡事故類型

出典：（公財）交通事故総合分析センター「事業用自動車の交通事故統計」
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○ 交通事故の件数は減少傾向にあり、他車との事故が最も多い。

○ 事故類型としては「追越・追抜時や進路変更時」の他、「出会い頭衝突事故」が多い。

○ 死亡事故は2018年と2019年に発生しており、2021年は発生していない。

【貸切バスの事故の特徴】

参考資料：１．事業用自動車による交通事故の発生状況（関東）



○運転者の疾病により事業用自動車の運転を継続できなくなった事案として、自動車事故報告規則に基づき報
告のあった件数は増加傾向にある。

○2018年以降は、健康起因事故報告件数のうち２～３割が交通事故に至っている。
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健康状態に起因する事故報告件数
（業態毎の件数）

健康状態に起因する事故報告件数
（報告内容毎の件数）

【運転者の健康状態に起因する事故報告件数の推移（関東）】
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参考資料：１．事業用自動車による交通事故の発生状況（関東）



○過去６年間で発生した健康起因事故５７０件のうち心臓疾患、 脳疾患、大動脈瘤及び解離が３５％を占める。
○運転者が死亡した健康起因事故１００件の内訳は、心臓疾患が５９％、脳疾患が８％、大動脈瘤及び解離が１０％を占める。

計５７０件
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健康起因事故の疾病別内訳
（２０１７年～２０２２年）

運転者が死亡した健康起因事故の疾病別内訳
（２０１７年～２０２２年）

【健康起因事故の疾病別の内訳（２０１７年～２０２２年）】
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参考資料：１．事業用自動車による交通事故の発生状況（関東）
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貸切・特定

衝突・接触を伴うもので、死傷者が生じたもの（人身事故等）

衝突・接触を伴うもので、死傷者が生じていないもの（物損事故等）

衝突・接触がなかったもの（乗務の中断等）

（観光バス等）

【貸切バスの運転者の健康状態に起因する事故報告件数の推移】
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【ＩＣＴの活用による運行管理業務の高度化】

○ 事業用自動車の安全輸送の根幹を担う運行管理について、原則として各営業所に選任された運行管理者がそれぞれの営業所の運転者
に対する運行管理等を行っているが、運行管理者不足や長時間労働等の課題が顕在化しており、その対応が急務。

○ このため、ICTを活用した高度な機器を用いて遠隔の営業所間で点呼を行うことや、運行管理を集約して運行中の他営業所の運転者に対
する運行指示を行うこと等、安全性を確保しつつ運行管理者不足等への対応にも資する制度の創設に係る検討を実施。

運行管理者は、運転者の業務前後において、酒気・疾病・疲労の確認、運行の安全確保の
ために必要な指示等を行うための点呼を、原則対面で実施しなければならない。

点呼（対面点呼の原則）

対面点呼の様子

ICTの活用による高度化

運行管理者 運転者

※ これまでの議事要旨や資料については、国交省ホームページに公表済み。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000082.html

遠隔点呼のイメージ

運行管理者

点
呼

遠隔点呼 自動点呼運行管理者

運転者

運転
者

自動点呼のイメージ

点呼支援機器
自動カメラ、モニター等の映像・音声

を中継する機器を介して、遠隔
で点呼を実施

点呼支援機器（ロボット等）に点
呼時の確認、指示項目の一部又
は全部を代替させて点呼を実施

＜主な効果＞
高度な点呼機器の使用による
確実性の向上
運転者・運行管理者の長時間
労働の是正

運行管理の一元化 高度な機器を使用し、運行中の他営業所の運転者に対する運行指示を実施
＜主な効果＞運行管理集約による、運行管理者不足の解消

令和３年度：機器要件等のとりまとめ、制度化
令和４年７月～：運用開始

令和３年度：機器要件等のとりまとめ
令和５年１月～：業務後自動点呼制度運用開始

＜主な効果＞
人的ミスの減少による点呼の
確実性の向上
運転者・運行管理者の長時
間労働の是正

参考資料：２．ＩＣＴの活用による運行管理業務の高度化


